
ハートビル法の体系 

 
一定規模以上の特別
特定建築物の建築主
の基準適合義務 

建築基準法の手続の簡素化 

所管行政庁による
計画の認定 

特定建築物の建築主
の努力義務 

条例による基準付加等 

所管行政庁による
基準適合命令等 

計画に従わない場合の改
善命令、認定取り消し等  

利用円滑化基準 

利用円滑化誘導基準 

所管行政庁による
指導及び助言 

特定建築物の建築主
の申請 

表示制度 

容積率の算定の特例 

予算、税制等の助成措置 

既存の特定建築物に設ける車いす使用者の
ための昇降機について建築基準法の特例 

所管行政庁による
認定 

高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建
築物の容積率の特例 

特例行政庁による
許可 


